
放
射
性
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件

新
旧
対
照
条
文

○

放
射
性
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九
十
一
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
用
語
）

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

コ
ン
テ
ナ

運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替
え
を

二

コ
ン
テ
ナ

運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替
え
を

要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
車
両
そ
の
他
の
機
械
又
は
器

要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
車
両
そ
の
他
の
機
械
又
は
器

具
で
あ
っ
て
、
反
復
使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ

具
で
あ
っ
て
、
反
復
使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ

、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固

、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固

定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。

定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の

も
の
を
い
う
。

三

（
略
）

三

（
略
）

四

専
用
積
載

大
型
コ
ン
テ
ナ
（
内
容
積
が
三
・
〇
立
方
メ
ー
ト
ル

四

専
用
積
載

大
型
コ
ン
テ
ナ
（
外
接
す
る
直
方
体
の
一
辺
が
一
・

を
超
え
る
コ
ン
テ
ナ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
車
両
が
一
の
荷

五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
内
容
積
が
三
・
〇
立
方
メ
ー
ト

送
人
に
よ
っ
て
専
用
さ
れ
、
か
つ
、
運
搬
す
る
物
の
積
込
み
及
び
取

ル
を
超
え
る
コ
ン
テ
ナ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
車
両
が
一
の

卸
し
が
荷
送
人
又
は
荷
受
人
の
指
示
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
積
載
の
方

荷
送
人
に
よ
っ
て
専
用
さ
れ
、
か
つ
、
運
搬
す
る
物
の
積
込
み
及
び

法
を
い
う
。

取
卸
し
が
荷
送
人
又
は
荷
受
人
の
指
示
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
積
載
の

方
法
を
い
う
。

五
～
七

（
略
）

五
～
七

（
略
）

（
放
射
性
輸
送
物
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
）

（
放
射
性
輸
送
物
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
条

規
則
第
二
条
第
七
項
第
一
号
ロ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
放

第
十
条

規
則
第
二
条
第
七
項
第
一
号
ロ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
放



射
性
輸
送
物
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
放
射

射
性
輸
送
物
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
放
射

性
輸
送
物
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る

性
輸
送
物
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る

。

。

一

Ｌ
型
輸
送
物

次
の
イ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る

一

Ｌ
型
輸
送
物

次
の
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る

こ
と
。

こ
と
。

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

ヘ

容
器
又
は
包
装
が
開
封
さ
れ
た
と
き
に
見
や
す
い
位
置
（
当
該

ヘ

容
器
又
は
包
装
が
開
封
さ
れ
た
と
き
に
見
や
す
い
位
置
に
「
放

位
置
に
表
示
を
有
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
輸
送
物
の

射
性
」
又
は
「R

a
di
oa
ct
iv
e

」
の
表
示
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た

表
面
）
に
「
放
射
性
」
又
は
「
Ｒ
Ａ
Ｄ
Ｉ
Ｏ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
Ｖ
Ｅ
」
の

だ
し
、
第
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
放
射
性
物
質
等
を
運
搬
す
る

表
示
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
七
条
第
二
号
に
規
定
す

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

る
放
射
性
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ト
～
チ

（
略
）

ト
～
チ

（
略
）

リ

放
射
性
物
質
の
使
用
等
に
必
要
な
書
類
そ
の
他
の
物
品
（
放
射

（
新
規
）

性
輸
送
物
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
も
の
に
限
る
。
）

以
外
の
も
の
が
収
納
さ
れ
又
は
包
装
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

二

Ａ
型
輸
送
物

次
の
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る

二

Ａ
型
輸
送
物

次
の
イ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る

こ
と
。

こ
と
。

イ

前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
、
チ
及
び
リ
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る

イ

前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
及
び
チ
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と

こ
と
。

。

ロ
～
チ

（
略
）

ロ
～
チ

（
略
）

（
削
除
）

リ

放
射
性
物
質
の
使
用
等
に
必
要
な
書
類
そ
の
他
の
物
品
（
放
射

性
輸
送
物
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
も
の
に
限
る
。
）

以
外
の
も
の
が
収
納
さ
れ
又
は
包
装
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

リ
・
ヌ

（
略
）

ヌ
・
ル

（
略
）

（
標
識
又
は
表
示
）

（
標
識
又
は
表
示
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）



６

放
射
性
輸
送
物
が
収
納
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
に

（
新
規
）

は
、
そ
の
表
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
鮮

明
に
表
示
し
、
か
つ
、
耐
久
性
を
有
し
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
収
納
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
の
全
て

の
表
示
が
容
易
に
確
認
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
品
名

二

「
オ
ー
バ
ー
パ
ッ
ク
」
又
は
「
Ｏ
Ｖ
Ｅ
Ｒ
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｋ
」
の
文
字


